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子宮頸がん検診（無料クーポン）の流れ図
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がん検診検査結果伝達対応について
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078-

７.　注　意
 手引書・実施要領に記載の無い運用をされますと、検診費用が払われない可能性がございま
す。各がん検診実施医療機関におかれましては、今一度ご確認をお願いいたします。
　ご不明点がございましたら、神戸市医師会事務局までお問い合わせください。
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がん検診検査結果伝達対応について 
 
結果通知における問題発生を防止するため、以下の伝達対応を講じてください。 

 

第 1段階（対面説明）  

本人が結果説明のための来院を肯定的に承諾した場合、医療機関へ来院を促し、対面で結

果を説明する。 

第 2段階（書面郵送）  

連絡はつくものの、本人の来院が困難、または本人が来院を拒む場合、医療機関から当該

患者に対し、結果説明を封書で代替することへの同意を得た上で、結果報告書を郵送(信

書)する。 

第 3段階（複数回のアプローチと書面郵送） 

  本人への連絡がつきにくく、結果説明のための来院案内が困難な場合、１か月以内に複

数回(３回程度)の電話連絡を試みる。それでも連絡が取れない場合は、以下の通りとする。 

① 医療機関は、留守番電話のメッセージ機能が利用可能な場合は、留守番電話に「結

果の郵送を行う」旨を残して、検査結果を郵送(信書)する。（※郵送時の記載 参照） 

②神戸市医師会へ「結果報告通知不能による郵送対応」の報告を行う。 

最終段階（不達時の対応） 

第 3段階で送付した封書が「あて所に尋ねあたりません」または「保管期間経過のため返

還」となり、本人への通知が不可能であった場合、以下の対応を講じる。  

① 神戸市医師会に報告し指示を仰ぐ。（TEL 078-351-1410） 

② 神戸市医師会からの対応内容を確認し、今後患者が来診された際に結果説明が行える

よう、検診結果を保存する。（カルテの保存期間 5年間） 

 
※郵送対応を行った場合の記載方法 
① 乳がん検診受診票 
 

 

 
 

 

がん検診検査結果伝達対応について 
 
結果通知における問題発生を防止するため、以下の伝達対応を講じてください。 

 

第 1段階（対面説明）  

本人が結果説明のための来院を肯定的に承諾した場合、医療機関へ来院を促し、対面で結

果を説明する。 

第 2段階（書面郵送）  

連絡はつくものの、本人の来院が困難、または本人が来院を拒む場合、医療機関から当該

患者に対し、結果説明を封書で代替することへの同意を得た上で、結果報告書を郵送(信

書)する。 

第 3段階（複数回のアプローチと書面郵送） 

  本人への連絡がつきにくく、結果説明のための来院案内が困難な場合、１か月以内に複

数回(３回程度)の電話連絡を試みる。それでも連絡が取れない場合は、以下の通りとする。 

① 医療機関は、留守番電話のメッセージ機能が利用可能な場合は、留守番電話に「結

果の郵送を行う」旨を残して、検査結果を郵送(信書)する。（※郵送時の記載 参照） 

②神戸市医師会へ「結果報告通知不能による郵送対応」の報告を行う。 

最終段階（不達時の対応） 

第 3段階で送付した封書が「あて所に尋ねあたりません」または「保管期間経過のため返

還」となり、本人への通知が不可能であった場合、以下の対応を講じる。  

① 神戸市医師会に報告し指示を仰ぐ。（TEL 078-351-1410） 

② 神戸市医師会からの対応内容を確認し、今後患者が来診された際に結果説明が行える

よう、検診結果を保存する。（カルテの保存期間 5年間） 

 
※郵送対応を行った場合の記載方法 
① 子宮頸がん検診記録表 
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年齢

21歳 平成17(2005)年4月2日 ～ 平成18(2006)年4月1日

年齢 年齢

20歳 平成18(2006)年4月1日 ～ 平成19(2007)年3月31日 52歳 昭和49(1974)年4月1日 ～ 昭和50(1975)年3月31日

22歳 平成16(2004)年4月1日 ～ 平成17(2005)年3月31日 54歳 昭和47(1972)年4月1日 ～ 昭和48(1973)年3月31日

24歳 平成14(2002)年4月1日 ～ 平成15(2003)年3月31日 56歳 昭和45(1970)年4月1日 ～ 昭和46(1971)年3月31日

26歳 平成12(2000)年4月1日 ～ 平成13(2001)年3月31日 58歳 昭和43(1968)年4月1日 ～ 昭和44(1969)年3月31日

28歳 平成10(1998)年4月1日 ～ 平成11(1999)年3月31日 60歳 昭和41(1966)年4月1日 ～ 昭和42(1967)年3月31日

30歳 平成8(1996)年4月1日 ～ 平成9(1997)年3月31日 62歳 昭和39(1964)年4月1日 ～ 昭和40(1965)年3月31日

32歳 平成6(1994)年4月1日 ～ 平成7(1995)年3月31日 64歳 昭和37(1962)年4月1日 ～ 昭和38(1963)年3月31日

34歳 平成4(1992)年4月1日 ～ 平成5(1993)年3月31日 66歳 昭和35(1960)年4月1日 ～ 昭和36(1961)年3月31日

36歳 平成2(1990)年4月1日 ～ 平成3(1991)年3月31日 68歳 昭和33(1958)年4月1日 ～ 昭和34(1959)年3月31日

38歳 昭和63(1988)年4月1日 ～ 平成1(1989)年3月31日 ★70歳 昭和31(1956)年4月1日 ～ 昭和32(1957)年3月31日

40歳 昭和61(1986)年4月1日 ～ 昭和62(1987)年3月31日 ★72歳 昭和29(1954)年4月1日 ～ 昭和30(1955)年3月31日

42歳 昭和59(1984)年4月1日 ～ 昭和60(1985)年3月31日 ★74歳 昭和27(1952)年4月1日 ～ 昭和28(1953)年3月31日

44歳 昭和57(1982)年4月1日 ～ 昭和58(1983)年3月31日 ★76歳 昭和25(1950)年4月1日 ～ 昭和26(1951)年3月31日

46歳 昭和55(1980)年4月1日 ～ 昭和56(1981)年3月31日 ★78歳 昭和23(1948)年4月1日 ～ 昭和24(1949)年3月31日

48歳 昭和53(1978)年4月1日 ～ 昭和54(1979)年3月31日 ★80歳 昭和21(1946)年4月1日 ～ 昭和22(1947)年3月31日

50歳 昭和51(1976)年4月1日 ～ 昭和52(1977)年3月31日 ： ：

★70歳以上無料。当該年度に70歳の誕生日を迎える方も含む。

■令和８年度（令和８年４月１日～令和９年３月31日）に20歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女性（２年度に１回）

生年月日 生年月日

【令和８年度 神戸市子宮頸がん検診受診対象者 早見表】

生年月日

■神戸市子宮頸がん検診（無料クーポン）送付対象者
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検診・健康診査実施要綱  
１ 目 的 

  この要綱は市民の疾病の予防及び健康の保持及び介護予防に寄与することを目的として、健康

増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 19 条の２に基づく検診・健康診査事業を適切に実施するた

めに必要な事項を定める。 

 

２ 実施主体 

  この事業は神戸市健康局、神戸市福祉局が行う。 

 

３ 事業内容 

  この事業の内容は、次のとおりとする。 

 ア 歯周病検診 

 イ 肝炎ウイルス検診 

 ウ 健康診査（神戸市健康診査、後期高齢者健康診査を含む。） 

 エ 40 歳総合健診（ア及びがん検診<胃内視鏡検査を除く>） 

 オ がん検診  （胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、 

口腔がん検診） 

 カ アからオの検診・健康診査の結果に基づく指導 

  

４ 対象者  

(1) この要綱に定める各事業の対象者は下記に該当する市民とする。 

ア 歯周病検診は、当該年度に 40 歳を迎える者及び当該年度の４月 1 日現在で 50 歳、60 歳とな

っている者 

イ 肝炎ウイルス検診は、これまでに肝炎ウイルス検査を受けたことがない 40 歳以上の者 

ウ 健康診査及び保健指導の対象者は、当該年度 40 歳未満の者で別途実施要領に定める条件に

該当する者、高齢者の医療の確保に関する法律第 7 条第 4 項の加入者又は同法第 50 条の被

保険者に含まれない 40 歳以上 74 歳以下の市民及び 75 歳以上の者とする。 

エ がん検診については、子宮頸がん検診は当該年度に 20 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女

性、乳がん検診は当該年度に 40 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女性、胃がん検診は胃部

エックス線検査については当該年度 40 歳以上の者、胃内視鏡検査については当該年度に 50

歳以上の偶数歳の誕生日を迎える者、肺がん・大腸がん・口腔がん検診は当該年度 40 歳以

上の者とする。 

 (2) 医療保険各法その他の法令に基づき、当該健康増進事業に該当する保健事業のサービスを受

けた場合、又は受けることができる場合は、本市における健康増進サービスの対象者から除く。 

 

５ 実施回数 

  この事業は、同一の受診者について 1 年に 1 回行う。ただし、子宮頸がん検診及び乳がん検 

診、胃がん検診（胃内視鏡検査）は、同一の受診者について 2 年に 1 回行う。 

 

６ 実施方法 

  この事業の実施の細目については、各検診・健康診査について別に実施要領を定める。 

 

７ 費用の徴収 

(1)  この事業による検診・健康診査を受ける者又はその者の扶養義務者は、各検診・健康診査

を受診する際に、各検診・健康診査ごとに定められた下記の費用を負担することとする。 

(2) 負担する金額は次のとおりとする。 

  ア 歯周病検診………………………………………………………………   無料 

    イ 肝炎ウイルス検診………………………………………………………  無料  

ウ 健康診査及び保健指導 ………………………………………………… 1,000 円 

  エ がん検診    
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        胃がん検診（胃部エックス線検査）………………………  600 円 

        胃がん検診（胃内視鏡検査）………………………………   2,000 円 

        子宮頸がん検診 ……………………………………………    1,700 円 

        肺がん検診……………………………………………………   1,000 円 

                乳がん検診（40 歳代）………………………………………   2,000 円 

乳がん検診（50 歳以上）……………………………………   1,500 円 

        大腸がん検診 ………………………………………………      500 円 

        口腔がん検診 ………………………………………………   500 円 

 

（3）健康診査については次の者は自己負担金を徴収しないこととする。この場合において、これ

らの者は、保健所及び神戸市保健センター条例施行規則（平成 10 年規則第 92 号）第４条第

２項の規定にかかわらず、減額又は免除の申請を要しない。 

    ア  生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）による被保護世帯に属する者及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第 30 号）による特定中国残留邦人等支援給付受給者 

    イ  後期高齢者健康診査の対象者 

ウ その他神戸市健康診査実施要領で定める者 

   

（4）がん検診については次の者は、自己負担金を徴収しないこととする。この場合において、こ

れらの者は、保健所及び神戸市保健センター条例施行規則第４条第２項の規定にかかわらず、

減額又は免除の申請を要しない。ただし、受診時に免除事由に該当することを証するために

市が指定する書類を提示するものとする。 

ア 当該年度 70 歳以上の者 

  イ 生活保護法による被保護世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による特定中

国残留邦人等支援給付受給者 

  ウ 市民税が非課税又は均等割のみ課税の世帯に属する者 

  エ 40 歳総合健診受診券の交付対象者 

  オ 神戸市国民健康保険又は全国健康保険協会兵庫支部が実施する特定健診と同日にがん検

診を受診する者（ただし肺がん検診にかかる費用に限る。） 

  カ 21 歳子宮頸がん検診無料クーポンの交付対象者 

 

 

８ 広 報 

   健康診査事業を実施するため、必要な広報及び受診勧奨を積極的に行う。 

 

９ 他の保健事業との連携 

   この事業の実施にあたっては、他の保健事業との連携を図り、その効果を高めるものとする。 

 

１０ その他 

   この要綱に定めのない事項については健康局長、福祉局長が定める。 

 

附 則  

１ この要綱は平成２０年４月１日から実施する。 

 

２「神戸市健康診査事業実施要綱」及びこの要綱に基づく要領は廃止する。 

 

附 則 この要綱は平成２１年４月１日から実施する。 

附 則 この要綱は平成２３年４月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は平成２５年４月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は平成２８年４月１日から実施する。 
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  附 則 この要綱は平成２９年４月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は平成２９年１２月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は平成２９年１２月２５日から実施する。 

  附 則 この要綱は平成３０年６月１日から実施する。 

 但し、平成３０年５月３１日以前に６月１日以降の健診を申し込んだ上記７（３）ウに

該当する者は、改正後の制度を準用することができる。 

  附 則 この要綱は令和２年４月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は令和６年４月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は令和７年４月１日から実施する。 
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40 歳『５大がん検診』無料クーポン

令和８年度のクーポンは緑色です。令和 7 年度のクーポン（青色）
は利用いただけません。また、令和 6 年度の 40 歳総合健診受診券も
利用いただけませんのでご注意ください。

■有効期間
【令和 8 年度】

令和 8 年４月１日～令和 9 年３月 31 日

■提出
がん検診受診票（神戸市保存用）の右上に貼付してください。

■クーポン見本
（表面） （裏面）

令和 8

2027

○

40 歳『５大がん検診』無料クーポン

令和８年度のクーポンは緑色です。令和 7 年度のクーポン（青色）
は利用いただけません。また、令和 6 年度の 40 歳総合健診受診券も
利用いただけませんのでご注意ください。

■有効期間
【令和 8 年度】

令和 8 年４月１日～令和 9 年３月 31 日

■提出
がん検診受診票（神戸市保存用）の右上に貼付してください。

■クーポン見本（緑色）
（表面） （裏面）

（参考 令和６年度 ４０歳総合健診受診票 利用不可）
（表面） （裏面）

令和 8

2027

○

年 月 日

年 月 日

40 歳『５大がん検診』無料クーポン 
 

令和８年度のクーポンは緑色です。令和 7 年度のクーポン（青色）
は利用いただけません。また、令和 6 年度の 40 歳総合健診受診券も
利用いただけませんのでご注意ください。 

 
■有効期限 
 当該年度 3 月 31 日 
 
■提出 
 がん検診受診票（神戸市保存用）の右上に貼付してください。 
 
■クーポン見本（緑色） 
（表面）               （裏面） 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
（参考 令和６年度 ４０歳総合健診受診票  利用不可） 
（表面）                （裏面） 

     
 

年   月   日      

年   月   日     

令和 8 

 

2027 

 

○ 
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子宮頸がん検診無料クーポン

■有効期間
2026（令和 8）年 4 月 24 日～2027（令和 9）年３月 31 日

■送付対象者
2026（令和 8）年 4 月現在、神戸市に住民登録されている
下記生年月日の女性
・2005 年（平成 17）年４月２日～2006（平成 18）年４月１日

■提出
子宮頸がん検診受診票（医師会控用）の右上に貼付してください。

■クーポン見本はピンク色です。（圧着ハガキの一部）

子宮頸がん検診無料クーポン 
 
■有効期限 
 当該年度 3 月 31 日 
 
■送付対象者 

2026（令和 8）年 4月現在、神戸市に住民登録されている 
下記生年月日の女性 
・2006 年（平成 17）年４月２日～2007（平成 18）年４月１日 

 
■提出 
 子宮頸がん検診受診票（医師会控用）の右上に貼付してください。 
 
■クーポンはピンク色です （圧着ハガキの一部） 
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650-8570 受診券
じゅしんけん

整理番号
　せいりばんごう

様
B8200005

受診日
じゅしんび

当日
とうじつ

は、必
かなら

ずこの受診券
じゅしんけん

を持参
じさん

し、受付窓口
うけつけまどぐち

へ提出
ていしゅつ

してください。

必
かなら

ず予約
よ や く

をしてください(予約
よ や く

先
さき

は裏面
り め ん

をご覧
らん

ください）。

健康診査
けんこうしんさ

と一緒
いっしょ

に以下
い か

の検査
けんさ

を希望
きぼう

する場合
ばあい

はチェック☑を入
い

れてください。

（年に一度は受けるようにしましょう）
　 ねん　　　　いちど　　　 う

(過去
か こ

に受
う

けたことが無
な

い方
かた

のみ)

申 込 期 限 令和9年3月12日 申 込 期 限 令和9年3月31日 申 込 期 限

サンノミヤ　ハナコフ リ ガ ナ サンノミヤ　ハナコ フ リ ガ ナ サンノミヤ　ハナコ フ リ ガ ナ

〒

神戸市中央区加納町６丁目５－１
三宮　花子

神戸市
こ う べ し

健康診査
け ん こ う し ん さ

（集団健診
し ゅ う だ ん け ん し ん

） 受診券
じ ゅ し ん け ん

B8200005

氏名
フリガナ

サンノミヤ　ハナコ

女 生年月日 昭和50年8月3日
三宮　花子

住　所
〒 650-8570

神戸市中央区加納町６丁目５－１

交付年月日 令和7年4月1日 交付場所 東灘福祉事務所

費用 有効期限自己負担０円
 じ   こ  ふたん　　 えん

（医療扶助または医療支援給付適用）

令和9年3月31日

B8200005 受診券整理番号 B8200005 受診券整理番号

切
き

り取
と

らずに健診
けんしん

当日
とうじつ

、このままご提出
ていしゅつ

ください。

神戸市大腸がん検診 神戸市乳がん検診
受診券（郵送方式） 受診券

神戸市胃がん検診
受診券（バリウム)

(医療機関では使用できません)

胃がん検診(バリウム)

B8200005

(医療機関では使用できません) (医療機関では使用できません)

大腸がん検診 乳がん検診

昭和50年8月3日

氏 名 三宮　花子 氏 名 三宮　花子 氏 名 三宮　花子

生 年 月 日 昭和50年8月3日 生 年 月 日 昭和50年8月3日 生 年 月 日

令和9年3月31日

受診券整理番号

性 別 女

住 所 神戸市中央区加納
町６丁目５－１

住 所 神戸市中央区加納
町６丁目５－１

住 所

□胸部X線健診（結核健診）
　　きょうぶ　 せんけんしん      けっかくけんしん

□肝炎ウイルス検査
　　かんえんういるすけんさ

神戸市（令和８年度医療扶助または医療支援給付適用） 神戸市（令和８年度医療扶助または医療支援給付適用） 神戸市（令和８年度医療扶助または医療支援給付適用）

連 絡 先 00000000000 連 絡 先 00000000000 連 絡 先 00000000000

神戸市中央区加納
町６丁目５－１

性 別 女 性 別 女

令和８年度 東灘福祉事務所
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